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札幌市税条例等の一部を改正する条例 

（札幌市税条例の一部改正） 

第１条　札幌市税条例（昭和２５年条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

⑴　第２８条の５第１項中「第１２項」を「第１３項」に改める。 

⑵　第２８条の７第４項第１号中「掲げる金額（以下この項」を「掲げる金額と

当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８６条第２項に規定する基

礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場

合には、その適用後の額）から４８万円を控除して得た額（当該控除して得た

額が０を下回る場合には、０とする。）との合計額（次号及び第３号」に改め

る。 

⑶　第６９条第１項中「、三輪以上の軽自動車に対し当該三輪以上の軽自動車の

取得者に環境性能割によつて」を削り、「当該軽自動車等の」を「、その」に

改め、「種別割によつて」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「種別

割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を「、前項」に改め、同項を同条第２

項とする。 

⑷　第６９条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第

１項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「三輪以上

の軽自動車の取得者」という。）又は」を削り、同条第２項中「三輪以上の軽

自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 

⑸　第７０条の２から第７０条の７までを削る。 

⑹　第７１条（見出しを含む。）、第７２条（見出しを含む。）、第７２条の２

（見出しを含む。）並びに第７２条の３の見出し及び同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 



⑺　第７３条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「第４６３条の１９第１項」を「第４５２条第１

項」に改め、同条第２項中「第４６３条の１９第１項」を「第４５２条第１

項」に改める。 

⑻　第７４条の見出し、第７４条の２（見出しを含む。）並びに第７５条の見出

し並びに同条第１項及び第４項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

⑼　第７５条の２の見出し及び同条第１項中「種別割」を「軽自動車税」に改

め、同条第２項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項第３号中「道路交

通法」の次に「（昭和３５年法律第１０５号）」を加える。 

⑽　第７６条第２項中「第６９条第３項ただし書」を「第６９条第２項ただし

書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽

自動車税」に改める。 

⑾　附則第４条の６の２第１項中「合計額」の次に「（居住年が平成２８年から

令和７年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る

同法第８６条第２項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６

の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から４８万円を控

除して得た額（当該控除して得た額が０を下回る場合には、０とする。）を加

算した額）」を加える。 

⑿　附則第４条の１０第２項中「金額を」を「金額と前年分の所得税に係る所得

税法第８６条第２項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６

の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から４８万円を控

除して得た額（当該控除して得た額が０を下回る場合には、０とする。）との

合計額を」に改める。 

⒀　附則第１４条の３から第１４条の９までを次のように改める。 

第１４条の３から第１４条の９まで　削除 

⒁　附則第１４条の１０の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４

４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

第６０条第１項後段の規定による」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項

中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日」を「令和７年４月１日から令

和１０年３月３１日」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４



６条第１項第３号」を「同項」に改め、「（以下この条において「ガソリン軽

自動車」という。）」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」

に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８

年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

⒂　附則第１５条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項から第４項ま

での規定中「の種別割」を削る。 

第２条　札幌市税条例の一部を次のように改正する。 

第２８条の５第１項中「第１３項」を「第１５項」に改める。 

第３条　札幌市税条例の一部を次のように改正する。 

第２８条の５第１項中「第１５項」を「第１９項」に改める。 

（札幌市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条　札幌市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

附則第７条中「の種別割」を削る。 

附　則 

（施行期日） 

第１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

⑴　第２条及び次条第４項の規定　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活

動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令

和８年法律第　　号）の施行の日 

⑵　第３条及び次条第５項の規定　産業技術力強化法の一部を改正する法律（令

和８年法律第　　号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条　次項に定めるものを除き、第１条の規定による改正後の札幌市税条例（以

下「新条例」という。）第２８条の５第１項の規定は、令和８年４月１日以後に

開始する事業年度分の法人税割の課税標準について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人税割の課税標準については、なお従前の例による。 

２　地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号。以下「改正法」とい



う。）附則第１１条第１５項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法

（改正法第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）を

いう。以下同じ。）第２９２条第１項第４号及び附則第８条第７項の規定の適用

を受ける場合における第１条の規定による改正前の札幌市税条例第２８条の５第

１項（同号及び旧法附則第８条第７項の規定に係る部分に限る。）の規定の適用

については、なお従前の例による。 

３　新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

４　第２条の規定による改正後の札幌市税条例第２８条の５第１項（改正法第２条

の規定による改正後の地方税法附則第８条第１４項及び第１５項の規定に係る部

分に限る。）は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分

の法人税割の課税標準について適用する。 

５　第３条の規定による改正後の札幌市税条例第２８条の５第１項（改正法第３条

の規定による改正後の地方税法附則第８条第８項から第１１項までの規定に係る

部分に限る。）は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度

分の法人税割の課税標準について適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条　新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用する。 

２　令和８年４月１日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

３　令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 

 

（理　由） 

地方税法等の一部改正に伴い、法人市民税の法人税割について課税標準に係る特

例の創設、廃止等を行うとともに、個人市民税における寄附金税額控除額及び住宅

借入金等特別税額控除額の算定方法について所要の措置を講ずるほか、軽自動車税

について環境性能割を廃止する等のため、本案を提出する。 


